
 

1 / 3 

2026年３月 16日 

各 位 

会 社 名 パーク２４株式会社 

代表者名 代表取締役社長 CEO 西川 光一 

(コード：4666、東証プライム市場) 

問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 實貴 孝夫 

(TEL：03-6747-8120) 

 

英国子会社による倒産更生手続きの開始に関するお知らせ 

当社の海外連結子会社で、英国において駐車場事業を展開する NATIONAL CAR PARKS LIMITED（以

下、NCP）は、現地時間 2026 年３月 16日開催の取締役会において、英国企業倒産法に基づく倒産更生

手続きであるアドミニストレーション（Administration）を開始することを決議し、同日付で英国高

等法院へアドミニストレーター（管財人）を選任する通知を提出いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

記 

１． NCPの概要 

(1) 名称 NATIONAL CAR PARKS LIMITED 

(2) 所在地 The Bailey, 16 Old Bailey, London, England EC4M 7EG 

(3) 代表者の役職・氏名 Chairperson & Director・長弘 英幸 

(4) 事業内容 英国における駐車場運営 

(5) 資本金 692千英ポンド（2026年１月末） 

(6) 設立年月日 1931年１月３日 

(7) 発行済株式数 6,920,093株 

(8) 大株主および持株比率 タイムズ２４株式会社 100％ 

(9) 当社との関係 

資本関係 
当社の完全子会社であるタイムズ２４株式会社が

間接的に同社株式の 100％を保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(10) 当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 
2023 年９月期 2024 年９月期 2025 年９月期 

千英ポンド 千英ポンド 千英ポンド 

純資産 ▲289,704 ▲299,777 ▲305,475 

総資産 78,084 58,813 53,226 

１株当たり純資産※ ▲41,864 ▲43,319 ▲44,143 

売上高 186,591 218,902 233,061 

営業損益 ▲9,793 4,810 7,665 

経常損益 ▲28,235 ▲10,073 ▲5,809 

当期純損益 ▲27,074 ▲10,073 ▲5,698 

１株当たり当期純損益※ ▲3,912 ▲1,455 ▲823 

１株当たり配当金 － － － 

  ※単位：英ポンド 
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２． 申請の理由 

NCPは、英国において時間貸駐車場や月極駐車場をはじめとした駐車場事業を展開しております。

同社は 2017 年に当社グループの傘下となり、当社グループの長期的な成長を支える重要な事業会

社として位置付けられておりました。 

しかしながら、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の影響による移動需要の減退、その後の

駐車場の稼働回復の鈍化に加え、ウクライナ情勢に伴うエネルギー価格の高騰や英国の物価上昇率

の高止まりを背景として、インフレ連動賃料をはじめとする費用負担の増加が続きました。同社は、

コロナ禍後の需要回復の鈍化による売上の伸び悩みを補うため、新規駐車場の開発を進めるととも

に、人員整理などのコスト削減施策にも取り組んでまいりましたが、構造的損失が継続する状況に

ありました。さらに、2026年３月末の賃料支払期限を控える中で、資金繰りが逼迫し、必要資金の

確保が困難となりました。 

こうした状況を踏まえ、同社は資産売却等を含むあらゆる資金調達手段を検討しましたが、資金

繰り改善の見通しが立たないことから、事業および資産価値の維持を通じて、債権者の経済的利益

を守ることを目的として、英国の倒産更生手続きであるアドミニストレーション（Administration）

の開始を取締役会にて決議いたしました。 

 

なお、当社は NCPにおける倒産更生手続きが円滑に進むよう、真摯に協力してまいります。 

 

３． 通知提出者の概要 

(1) 名称 NATIONAL CAR PARKS LIMITED 

(2) 所在地 The Bailey, 16 Old Bailey, London, England EC4M 7EG 

(3) 代表者の役職・氏名 Chairperson & Director・長弘 英幸 

 

４． 通知の概要 

(1) 申請日 2026年３月 16日（英国時間） 

(2) 管轄裁判所 

High Court of Justice, Business and Property Courts of 

England and Wales 

(住所：7 Rolls Building, London, EC4A 1NL) 

 

５． 当該会社の負債総額（2026年１月末） 

352,640千英ポンド 

 

６． 当該会社に対する債権の種類および金額（2026年１月末） 

 当社の NCPに対する貸付金等の債権はありません。 

 

７． 当該会社の株式の評価額 

 当社は、英国事業を英国の中間持株会社である MEIF Ⅱ CP HOLDINGS 2 LIMITED（以下、CP2）を

通じて保有しており、NCP は当社の直接の保有会社ではありません。また、当社グループにおいて

は、英国事業を CP2連結として管理・連結していることから、財務諸表上、NCP単体の株式評価額

は表示されず、当社として NCP単体の株式評価額を個別に算定・管理しておりません。 

 

８． 今後の見通しおよび当社業績への影響 

NCP のアドミニストレーション（Administration）手続きは、裁判所による通知受理後、即日開

始され、その後、NCP により任命されたアドミニストレーター（管財人）のもと、倒産更生手続き

が進められます。これにより、同社は当社の連結の範囲から除外されるとともに、有価証券報告書

における「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」の対象からも除外されるものと考えております。 
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また、本件が当社の 2026 年 10 月期 連結業績予想に与える影響は精査中であり、今後開示すべ

き事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 

 

     以 上 


